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はじめに

「人 間の安全保障」が広 く知 られ るようになった きっか けは,1994年 に国連開発

計画(UnitedNationsDevelopmentProgramme:UNDP)が 発刊 した 「人 間開発報告書

(HumanDevelopmentReport)』 である。その報告書 は 「人間の安全保 障」 について,

「人 々が選択権 を妨害 されず に 自由 に行使 で き,し か も今 日ある選択 の機会 が将来

も失 われない とい う自信 を持 たせ るこ と」1)と 示 した。 これは 「人間の安全保 障」

の定義 ではな く,あ くまで当時 のUNDPが 示 した考 え方であ る。 こ うした基 本的

な考え方 を踏襲 しなが ら,「 人間の安全保障」 は唱 える側 に よって様 々に定義 され,

普及 していった。国家 として 「人間の安全保障」 を積極 的に提 唱 しているのが,日
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本 とカナダである。 日本は1998年 に,カ ナ ダは1995年 に 「人間の安全保障」 を取

り入 れてい る。両国 は同 じ 「人問の安全保障」 を掲 げている ものの,内 容は大 き く

異 なっている。で は,日 本 とカナダが各 々 どの ように 「人間の安全保障」 を取 り入

れ,使 用 してい るのか。本稿 はその点 を考察す る。

日本 とカナ ダの 「人間の安全保障」 に関す る研 究は増 えているが,特 に本稿 が対

象 とす る両国 についての研究 はそれほ ど多 くない。福 島安紀子 は,カ ナ ダの大学 の

客員教授 として行 った研究成果 をまとめてい る2)。 現地調査 による情報 に基づ いて

政 策内容 の整理 を踏 まえ,「 人間 の安 全保 障」 を世代 別 に分類 し,新 た な世代 の

「人間の安全 保障 」の必要性 を説 い ている。BosoldとWerthesは 両国 の政 策 を実

践 的な観 点か ら概 観 した上で,日 本 は 「欠乏 か らの 自由」,カ ナダ 「恐怖か らの 自

由」 を重視 してい ると整理す る3)。 本稿 は,日 本 とカナ ダが 「人間の安全保障」 を

どの ように使用 してい るか に注 目して考察 してい く。「人間の安全保障」 の使用方

法 に視点 を置いた研 究 はほ とん どな く,本 稿 は新 たな角度か ら 「人 間の安全保障」

を分析 す るとい う意義 を有す る。

本稿 の構城 は,第1章 で 日本,第2章 で カナダによる 「人 間の安全保 障」 を概観

す る。それ らを踏 まえ,第3章 で は日本 とカナダに よる 「人 間の安全保 障」 の使用

方法 について整理 と比較 を行い,特 徴 を読み取 る。 そ して,日 本 とカナ ダが 「人 間

の安全保 障」 を どの ように取 り入れ,使 用 しているのか について考察する。

1.日 本 に よる人間の安全保 障

(1)導 入 と位置 づけ

ここでは,日 本 に よる 「人 間の安全保 障」が どのように取 り入れ られ,位 置付 け

られているかにつ いて概観す る。 日本の 「人間の安全保障」の詳細 は外務省 のホー

ムペー ジに掲載 されてい る。つ ま り,「 人間の安全保障」 は外交分 野の概念 に位置

づ け られている。 そ こで,本 稿 は外 務省 に よる情報 を,日 本 の 「人間の安全保障」

の内容 を公式 に示す ものと して使用 し,整 理 してい く。

日本 が最初 に 「人 間の安全保 障」に言及 したのは1998年12月 である。小渕首相

(当時)が 「第1回 アジアの明 日を創 る知的対話 」で 「人 間の安全 保障」 の考 え方

を表明 した4)。 さらに同月,小 渕首相(当 時)は ハ ノイでの政策演説 で,国 連 に 「人

間の安全保 障基 金」 を創 設す るこ とを発 表 した。 その後2000年 の 国連 ミレ・ニ ア

ム ・サ ミ ッ トにお ける演説 で森首相(当 時)が 日本外交 の柱 の一つ として 「人間の

安全保障」 を位置づ け,「 人間の安全保 障委員会」 の設置 を呼びかけた。 この よう

に,日 本の 「人 間の安全保 障」 は1998年 か ら首相 による国外 に向けた言説 の中で

取 り入 れ られ るようになった。2000年 には,外 交 政策の柱 の一つ と して明確 に位

置付 け られ,継 続 的な施策が行 われる ようになってい く。では,そ の施策 とはどの

ような ものか につ いて次節で検討す る。
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表1人 間の安全保障基金への

拠出実績

年度 年度別総拠出額

1999 71億 円

2000 40億 円

2001 77億 円

2002 40億 円

2003 30億 円

2004 30億 円

2005 27億 円

2006 27億 円

2007 20億 円

出典:外 務省(2007)「 人 間の安 全

保 障基 金 パ ンフ レ ッ ト」 を も

とに筆者作 成

(2)取 り組み

①人間の安全保障基金

人間の安全保障基金は,1998年12月,ハ ノイでの政策演説において小渕首相

(当時)が 設立を発表 した5)。それを受けて,日 本は翌1999年3月 に約5億 円を拠

出 し,国 連に設置された。 この基金は全面的に日本が拠出している信託基金であ

り,2007年3月 までに累計で約335億 円(約2億9774万 米ドル)を 拠出している6)。

表1は,日 本が人間の安全保障基金に対 して行ってきた拠出額を年度別に示したも

のである。

基金の目的は,「現在の国際社会が直面する貧困 ・環境破壊 ・紛争 ・地雷 ・難民

問題 ・麻薬 ・HIV/エ イズを含む感染症など,多 様 な脅威に取 り組む国連関係国

際機関の活動に,人 間の安全保障の考え方を反映させ,実 際に人間の生存 ・生活 ・

尊厳 を確保することである。」とされている7)。同基金は,日 本政府 と国連 との間

で合意されたガイ ドラインに沿って案件が選別され,支 援が行われている8)。以下

が,現 在のガイ ドラインの概要である。

【対象事業】

国連システム内の機関が実施する事業と,適 当と判断される場合には国連システ

ム内の機関が非国連機関との協力関係に基づき実施する事業

【事業への拠出基準】

具体的かつ持続性のある利益をもたらす こと。保護 と能力強化。市民社会組織

NGOな どが活動主体 として実施する事業の奨励。事業の立案および実施に,複 数

の国際機関の参画が望ましい。複数の分野にまたが り相互関連性のある課題に取 り
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組むこと。現在の取 り組みが不十分な分野に焦点をあて,既 存の案件と重複 しない

こと。

【対象 となる人々及び状況】

複数の分野や機関における取 り組みの統合を推進する。 また,各 事業は女性 と児

童の特別な要請や脆弱性にとくに配慮すべきである。主として現場で実施される事

業を支援対象 とし,調 査中心の事業への支援は控える。

【支援の対象 となる活動の地理的分野】

全世界で実施すべ きであるが,後 発開発途上国や紛争下の国などが優先 される。

複数の国家を対象地域 として含む事業は,国 連の計画及び基金等のネットワークを

活用できるよう支援される。

【予算】

通常は,事 業一件につき100万 ドル程度を目安とするが,事 業によっては超 える

場合 もありうる。支援総額についての明示の上限 ・下限は存在 しない。可能なかぎ

り現地の資源を活用する,よ って高価な国外の専門家の使用は極力さける。

【手続 き】

資金拠出は,国 連事務局と日本政府の双方によって合意された活動に対 して行わ

れる。

この ように,人 間の安全保 障基金 は,日 本政府のみが出資 し,日 本 と国連の密接

な連携 の下 で運営 されてい る。支援対象 は主 に国連 システム内の機 関であ り,支 援

内容 は,九 つ に分類 されてい る。貧 困,環 境 紛争,難 民,薬 物,健 康 ・医療,災

害,犯 罪,そ の他で ある。案件 の数では,健 康 ・医療が最 も多 く,予 算金額 で は,

紛争に関わる ものが最 も多い。

② 人間の安全保障委員会

小 渕首相 の後任で ある森首相 も外 交分野 にお いて 「人間の安全保障」 を受 け継い

だ。2000年,国 連 ミレニ アム ・サ ミッ トで の演説 で森 首相(当 時)が,「 人 間の安

全保障委 員会」 の創設 を呼 びか けた。 委員会 の正式 な設立発表 は,2001年1月 に

アナ ン国連事務総長が訪 日した際 に行 われ,委 員会の共同議長 として,元 国連難民

高等弁務 官の緒方貞子氏 とノーベル経済学賞受賞者の アマルテ ィア ・セ ン教授が就

任 した。委員 は共 同議 長の他10名 の識者で構成 された。 内訳 は,ラ クダール ・ブ

ラ ヒミ9),リ ンカ ン ・チ ェ ン10),ブ ラニス ラ フ ・ゲ レメ ックll),フ レネ ・ジ ンワ

ラ12),ソ ニア ・ピカー ド13),ス リン ・ピス ワ ン14),ド ナ ・シャ レー ラ15),ピ ー タ

ー ・サ ザ ラン ド16),ア ルバ ー ト・デポ ワジ レ17),カ ール ・タム18)で あ る。 人間の

安全保障委員会 の活動 は以下の3つ を目標 として掲 げ,開 始 された。

1.人 間の安全保障 とその重要性 に関する一般の人々の理解 を深め,関 与 と支持

を強化すること

2.人 間の安全保障の概念を各国の政策の立案 と実施のために実際的に役立つ手

段 にまで発展させること
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3.人 間の安全保障に対する広範かつ重大な脅威 に対処するため,具 体的な行動

計画を提示すること

人間の安全保障委員会 は,日 本政府 とロ ックフェラー財 団を筆頭 に,世 界銀行,

グ リー ンツ リー財団,ス ェーデ ン政府,日 本国際交流 セ ンターな どか ら財政支援 を

受け活動 を行 った。国連,各 国政府や 国際機関か らは独立 した委員会 とされた もの

の,国 連 を含 む国際社 会 と密接 に連携 していた。主 な活動 は,公 式会合の開催 と研

究活動,ア ウ トリーチ活 動であ った19)。公式会合 は,2001年 か ら2002年 の間に世

界4力 国で合計5回 開催 された。 第1回 は,2001年 の6月 に米 国のニ ュー ヨー ク

州において行 われた。第2回 は,同 じく2001年12月 に東京 で開催 された。第3回

は,2002年 の6月 にス トックホルムで,第4回 は,2002年12月 にタイのバ ンコク

で開催 された。最終会合 は2002年 の2月23日,24日 に東 京 で行 われ,最 終報 告

書 の合意 を得 た。同2002年2月26日 には,緒 方貞子,ア マルティア ・セ ン両共同

議 長か ら小 泉首相(当 時)に 対 して最終報告 に関す る報告が行 われた。 人間の安全

保 障委員会 の会合が東京で開催 された際 には,外 務省 が主体 となって 日本政府が全

面的 に支i援を行 った20)。委員会 が作 成 した最終報告 書 は,2002年5月1日 に,緒

方貞子,ア マルテ ィア ・セ ン両共 同議長 よ り国連の アナ ン事務総長へ提 出 された。

その後人間の安全保 障委員会は,2003年6月30日 まで広報啓発 活動 を継続 した後

に解散 した。人 間の安全保 障委員会 による最終報告書は,英 語版 とスペ イン語版が

国連 出版 部か ら発刊 されて いる。他 の言語 で は,要 旨が フラ ンス語,ポ ル トガル

語,ア ラビア語,ペ ル シャ語に翻訳 されてお り,委 員会のホームペ ージで読む こと

がで きる21)。世界4力 国での公式会合の開催 と出版 な どを中心 とした活動 によって

人間の安全保障委員会 は,「 人 間の安全保 障」の世界的 な普及 に貢献 した。 委員会

の解 散後 は,そ の最終報告書 を受 けて,人 間の安全保障諮問委員会 が発足 された。

諮問委員会 は2003年6月 に会合 を開催 し,人 間の安全保 障基金 のガイ ドライ ンの

検 討 な どの作 業 を行 っ てい る。2004年9月 に は,国 連 事 務 局 人 道 問 題 調 整 部

(OCHA)内 に,人 間の安全保 障ユニ ッ ト(HumanSecurityUnit)が 設立 され,人 間

の安全保 障諮 問委員会の活動 と国連 ・人 間の安全 保障信託基金 のマネージメン ト活

動 を行 っている。人 間の安全保 障委員会 の最終的 な報告 が 日本 の小 泉首相(当 時)

に対 して行 われた ことか らわかる ように,日 本 は人問の安全保障委員会 に対す る中

心 的な支援 国 として 「人間の安全保 障」の普及 に努めた。

③ 人間の安全保障 フレンズ

2006年10月,日 本 は人間の安全保 障について議論する場 として非公式 なフォー

ラムである 「人 間の安全保 障 フレンズ(FriendsofHumanSecurity:FHS)」 を立 ち上

げた。 これまで3回 の会合 が開催 されてい る。第1回 は2006年10月,第2回 会合

は2007年4月 に,第3回 会合 は2007年11月 で ある。最初 の2回 は 日本が議 長 を

務 め,第3回 は 日本 とメキ シコが共 同議長で開催 された。会合 は 「人 間の安全保 障

に関する共通理解の構築 及び国連 における諸活動への同理念 の主流化 に向けた協 力

を模索す るため関心 国 ・機 関 と人間の安全保 障について議論す る場 」22)であ る。そ
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表2人 間の安全保障フレンズ会合の参加国と参加組織

会
合

第1回 会合

2006年10月 ニュ ー ヨー ク

第2回 会合

2007年4月 ニュ ー ヨー ク
讐

第3回 会 合

2007年11月 ニ ュー ヨー ク

国家 ア ル ゼ ン チ ン,オ ー ス トリ ア フ ガ ニ ス タ ン,ア ル ゼ ン

チ ン,オ ー ス トラ リ ア,2L

一 ス ト リ ア
,カ ナ ダ,チ

オ ー ス ト ラ リ ア,オ ー ス ト

ヱ,バ ン グ ラ デ シ ユ,2霊 ヒ

ダ,チ リ,フ ィ ン ラ ン ド,一 一

リ ア,ベ ラ ル ー シ,カ ナー
ダ,チ リ,

フ ラ ン ス,ド イ ツ,ガ ー

一

リ,コ ス タ リ カ,フ ィ ン ラ

デ ンマ ー ク,工一 一

ル サ ル バ ドル,ギ リ シ ャ,

グ ア テ マ ラ,ヨ ル ダ ン,ケ

ニ ア,モ ー リ シ ャ ス ,モ ン『
ゴ ル,ノ ル ウ ェ ー,ポ ー ラ

ス ロ ベ

ナ,ギ リ シ ャ,イ ン ドネ シ

ア,ア イ ル ラ ン ド,ケ ニ

ア,メ キ シ コ,モ ン ゴ ル,

ノ ル ゥ ェ ー,大 韓 民 国,ス

『

ン ド,フ ラ ン ス,ド イ ツ,一
グ ア テ マ ラ,イ ン ド,イ ン

ア イ ル ラ ン ド,

『

ロベ ニ ア,南 ア フ リ カ,ス

ス イ ス,タ

ド ネ シ ア,

イ ス ラ エ ル,ジ ャ マ イ カ,

ヨ ル ダ ン,カ ザ フ ス タ ン,

モ ン ゴ ル,オ ラ ン ダ,ノ ル

ン ド,ル ー マ ニ ア,

ニ ア,ス ペ イ ン,ス イ ス,

タ イ,ア フ ガ ニ ス タ ン,中一
国,コ ロ ン ビ ア,エ ジ プ

ブ イ ン ラ ン ド,フ ラ ン

ウ ェ ー デ ン, 一

イ,ベ トナ ムー ウ ェ ー,パ キ ス タ ン,フ ィ

リ ピ ン,ポ ル トガ ル,大 韓

民 国,ロ シ ア 連 邦,ス ロベ ア イ ル ラ ン ド,イ ス ラ

ニ ァ,ス ペ イ ン,ス イ ス,一
タ イ,イ ギ リス,ア メ リ カー
合衆 国,ベ トナ ム

ト,

丞,

エ ル,カ ザ フ ス タ ン,ラ オ

ス,ラ トビ ア,レ ・ソ ト,リ

ヒ テ ン シ ュ タイ ン,ル ク セ

ン ブ ル ク,リ ビ ア,モ ナ

コ,パ キ ス タ ン,ペ ル ー,

フ ィ リ ピ ン,ポ ル ト ガ ル,

トル コ,イ ギ リ ス,セ ル ビ

ァ,パ レス チ ナ

国際

組織

国連経済社会局,国 連人道 欧州委員会,国 連経済社会

局,国 連開発計画 国連人

間居住計画,国 連人道問題

欧州委員会,国 連人道問題

問題調 整部,国 連 ア フ リカ 調整 部,国 連 ア フ リカ特 別

特別顧問事務所,国 連開発 顧 問事務所,国 連人口基

調整部,国 連難民高等弁務

官事務所,国 連アフリカ特

金,世 界 食糧 計画,財 団法一

人 グ ロ ーバ ル ポ リ シー,国一

連児童基金

計画,国 連人口基金,国 連

児童基金,世 界銀行,世 界

保健機関 別顧問事務所,国 連人口基

金,世 界銀行,世 界食糧計『

画,世 界保健機関,国 連児

童基金

出 典 外 務 省 ホ ー ム ペ ー ジ 「人 間 の 安 全 保 障 フ レ ンズ 」http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hs/

friends.htmlを も と に 筆 者 作 成

のため,国 連機関の代表も参加 している。国の参加 に関 しても自由な会合であ り,

常時一定の国家や組織で構成されるような枠組みではない。 どのような国家や組織

が参加 しているのかについて整理するため,こ れまでの3回 の会合について開催時

期,開 催都市,議 長国以外の参加 している国家,国 際組織の4項 目で表2に まとめ

る。その際3回 すべてに参加 している国家,国 際組織については下線を引いた。
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会合の開催時期 は一定 ではないが,約 半年 に1回 行 われてい る。開催場所 にはニ

ュー ヨー クの国連関係 の会場 が使 われてい る23)。参加 国 は第1回 が23力 国,第2

回が33力 国,第3回 が44力 国 と回を重ねる ごとに増加 してい ることが分 かる。そ

の中で,3回 すべ てに参加 している国は,オ ース トリア,カ ナダ,チ リ,フ ィンラ

ン ド,フ ランス,ア イルラ ン ド,モ ンゴル,ノ ルウェー,ス ロベニ ア,ス イス,タ

イの11力 国であ る。国際組 織 と して3回 すべ てに参加 してい るの は,国 連人道 問

題調整部,国 連ア フリカ特別顧 問事務所,国 連人口基金,国 連児童基金の四つ であ

る。

2.カ ナ ダによる人間の安全保障

(1)導 入 と位置づ け

カナダが 「人 間の安全保障」 を提示 したのは,1995年 である。 その年 に刊行 した

国防白書 『世界の 中の カナ ダ(CanadaintheWorld)』 において,「 人 間の安全保 障」

について触れて いる。そ こで三つ の大 きな指針 が示 された。「繁栄 と雇用 の推進」,

「安定 した国際社会 とカナ ダの安全 保障」,「カナ ダの価値 や文化 の反映」で ある。

この 「安定 した国際社会 とカナ ダの安全保障」の中で 「人間の安全保障」の必要性

を訴 えている ものの,政 策 と位置付 けた具体 的な提案 にまでは至っていない24)。初

めて 「人間の安全保障」 を示 したのが 国防白書であ ることか らもわか るように,カ

ナ ダにお いて も 「人 間の安全保 障」 は外 交分野の概念 として位置づ け られてい る。

そ の た め,「 人 間 の 安 全 保 障 」 を担 当 す る行 政 機 関 は,外 務 ・国 際 貿 易 省

(DepartmentofForeignAffairsandlnternationalTrade:DFAIT)で あ る。1996年1月,

外 務 ・国際貿易 大 臣 にロイ ド ・ア ックス ワー ジ(LloydAxworthy)25)が 就 任 した。

その翌2月 には,オ タワ開催 され た 「第52回 国連人権委員 会 にむけたNGOと の

準備協議 」 にお いて,ア ックス ワー ジ大 臣(当 時)は 「人 間の安全保 障」 に触 れ,

その分野 においてカナダが主導的役 割 を果た してい くとの意思 を示 している26)。具

体的施策 の提案 には至 らず とも,ア ックス ワー ジ大臣(当 時)が 早い時期 か ら 「人

間の安全保障」 に注 目 していた ことがわかる27)。1999年,DFAITは 『人間の安全

保 障一 変 化 す る世 界 に お け る 人 々 の 安 全(HumanSecurity:safetyforpeopleina

changingworld)』 とい うペ ーパ ーを発刊 した。その中では,UNDPが 提 唱 した 「人

間の安全保 障」 に一定 の評価 を与えなが らも,内 容 については広範 囲す ぎる と指摘

し,独 自の 「人間の安全保障」 を提 唱 してい くこ ととなる。特 に具体 的な課題 と し

て,対 人 地雷全面禁止 条約 の成 立 と国際刑事 裁判所 の設立 を挙 げ,両 者 の実現 が

「人間の安全保 障」 を現実的 に推 し進める もの としてい る28)。

この ように,カ ナダによる 「人間の安全保障」 は外交分野の概念 に据 え られ,特

に1996年 以降活発 に使用 される ようになってい く。次節 において,カ ナ ダが 「人

間の安全保 障」 の現実的 な取 り組 み として挙 げた 「対人地雷全面禁止条約」 と 「国

際刑事 裁判所」 を中心 に見てい く。
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(2)取 り組み

① 対人地雷全面禁止条約

対 人地雷全 面禁止 条約 は1997年12月 に成 立 した。 その内容 は極 め て厳格 で あ

り,対 人地雷 の使 用 ・生産 ・移 譲 の禁止 だ けでな く,貯 蔵 地雷の4年 以 内の廃棄

や,埋 設地雷 の10年 以 内の廃 棄 を定め ている。 そのため,成 立 に至 る道の りは険

しい ものであった。そ こで,全 面禁止 を求めていた 国家(カ ナダ,ノ ルウェー,南 ア

フリカ,ベ ルギーなど)はNGOと の連携 を深 め,本 格 的 な交渉の 開始か ら1年2カ

月 とい う早 さで条約 を成立 に導 いた。 きっか け となったのは,1996年10月 にカナ

ダ ・オタワで開催 された 「対人地雷全 面禁止に向けた国際戦略会議」であった。 こ

の会議の 閉会 にあた り,ア ックス ワージ大 臣は突然,1997年12月 に条約 の署名式

を行 うことを宣言 し,参 加 国を驚かせた。 しか し,こ れが条約成立に向けて大 きな

弾み とな った。

対人地雷全 面禁止へ 向けた運動 は欧米のNGOが 中心 に行 っていた。1992年 か ら

国際地雷禁止 キ ャンペ ー ン(lnternationalCampaigntoBanLandmines:ICBL)を 開始,

各国政府や メデ ィアに働 きか けを行 っていた。 ア ックス ワージはこう したNGOと

の連携 を図る ことを明 らか に し,NGOは 会議での発言 も許可 される ようになった。

こう した連携 を背 景に,NGOは ネ ッ トワーク を活用 した情報収集 や専 門知識 交

渉技術 に よって各 国政府 に大 きな影響力 を持つ ようになっていった。慎重派 の国家

への説得 や主要 国家 との交渉な どのロ ビー活動 もカナ ダは精力 的に行 った。 こうし

た努力の結果,1996年 の オ タワでの会議 か ら1年2カ 月後 の1997年12月 に,122

力国が署名す る とい う成功 をお さめた。 これは,極 めて厳 しい内容 の条約 を早期で

成立 させた とい う成果 と同時 に,交 渉過程 においてNGOと の連携 が大 きな役 割 を

果たす とい う新 たな側面 を生み出す ものであった ことか ら 「オ タワ ・プロセス」 と

して呼ばれる ようになった。 この対人地雷全面禁止条約 と 「人間の安全保障」の関

係について,足 立研機 は次の ように述べ ている。

「地雷問題 と 『人間の安全保障』論が結び付けて語 られるようになったのは,

1997年 前後になってか らであった。だが,次 第に 『人間の安全保障』論が支持

を集めるようになりつつあった国際環境は,対 人地雷の非人道性を訴える声の正

当性を高める上でも大きな意味を有 した。」29)

足 立は,「 人間の安全保障」へ の支持 の広 が りが,対 人地雷 を禁止へ導 くことに

つなが った とい う。た しかに,カ ナダは条約交渉の過程 において直接的 に 「人間の

安全保 障」 を用い るこ とは少 なかったが,「 人間の安全 保障」 を訴 える ことで対 人

地雷禁止条約への基盤 を整 えていった とみ ることがで きる。

② 国際刑事裁判所

国際刑事裁判所(lnternationalCriminalCourt:ICC)は,戦 争犯 罪,人 道 に対す る

罪,大 量虐殺(ジ ェノサイ ド),侵 略 の罪 を裁 く常設 の国際裁判所で ある。1947年,

国連 総 会 は 国際 刑 事 裁判 所 を創 設 す る ため の 規程 の起 案 を国連 国際 法 委員 会
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(lnternationalLawCommission:ILC)に 要請す る決議 を採択 した。冷戦後 地域紛争

の増加 とと もに非人道的虐殺や大量殺毅行為が問題視 され るようになる。1992年,

国連総会 はILCに 対 して優 先事項 として 国際刑事 裁判所規程 草案 の作成 を要請 し

た。1993年 には,旧 ユー ゴ国際刑 事裁判所 が安保理決議 に よって設置 され た。 さ

らに,1994年,内 戦 が再発 したル ワンダでの大量殺害 に対 し,国 際刑事 裁判 所が

安保理 決議 によって設置 された。 この二つ の裁判所 はいずれ も暫定 的な もの であ っ

た。1998年 には,ロ ーマ外交 会議が 開催 され,139力 国の賛 同 を得 てICCロ ーマ

規程が採 択 され る。2002年 には60力 国 目の批准 に よってICCロ ー マ規 程が発効

し,2003年 オラ ンダのハー グに設置 され た。 この過程 にお いて も,カ ナダはオ タ

ワ ・プロセスでの経験 をもとに交渉の推進者 としての役割 を果 た した。 ローマ会議

に至 るまでの問に,設 立 を求め る国家(Like-mindedcountry:LMC)を 中心 に慎重派

の国々に働 きかけ,会 議 まで にはLMCを60力 国 にまで増や した。 また,NGOと

の連携 も強化 した。NGOは,1995年 か ら 「国際刑 事裁 判 所 を求 め るNGO連 合

(NGOCoalitionfortheInternationalCriminalCourt:CICC)」 を結成 し,ロ ーマ会議で

はオブザーバ ー として参加 していた。市民社会 か らの支持 を得 ることで,交 渉 は加

速 していった。 また,ロ ーマ会議の全体 会議議長 はカナダのキル シュ条約局長が選

出され,交 渉 を まとめ あげることに貢献 した。

③ ヒューマ ン ・セキュリテ ィ ・ネ ッ トワークの設立

カナ ダは志 を同 じくす る国家 とともに人間の安全保障 を促 進するためのヒューマ

ン ・セキュ リテ ィ ・ネ ッ トワー ク(HumanSecurityNetwork;HSN)を 創設 し,活 動

を行ってい る。 これ は,対 人地雷 禁止キ ャ ンペ ー ンを きっかけ に1999年,ノ ル ウ

ェーで の行 政 間の会 議か ら始 まった。参加 国 は13力 国にわ たる。 オース トリア,

チ リ,コ ス タリカ,ギ リシ ャ,ア イルラ ンド,ヨ ル ダン,マ リ,オ ランダ,ノ ルウ

ェー,ス イス,ス ロベニア,タ イに加 え,オ ブザ ーバ ー と して南 アフ リカである。

2000年 以降 は毎年,外 務 大 臣 レベ ルの会 合 を開催 してい る。 ネ ッ トワー クは公式

ホームペー一・・ジを開設 し,方 針や活動 な どを公 開 している30)。その ことか らも,ネ ッ

トワー クが確実 な基盤 を整 え,相 互交流 を深めているこ とがわか る。 このネ ッ トワ

ークに 日本 は参加 してはい ない。 しか し,2004年 の 閣僚会 合 にオブザーバー とし

て参加 し,2005年 には駒野 人間の安全保 障担 当大使 がゲス トで参加 してい る。 さ

らに,2006年,2007年 の 閣僚 会合 には 日本 か ら高須 幸雄 大使 が参 加 した。特 に

2007年 の会合では 日本 の代表が プ レゼ ンテー シ ョンを行 うな ど交流が見 られる。

④ 介入 と国家主権 に関する国際委員会

「介入 と国家 主権 に関す る国 際委 員会((lnternationalCommissiononIntervention

andStateSovereignty:ICISS)」 は2000年,カ ナ ダの主導 で設置 された独 立機 関であ

る。委員長 には,ギ ャレス ・エバ ンス元オース トラリア外相 と,モ ハ メ ド・サヌー

ン国連事務総長特別顧 問(ア ルジェリァ)が 就任 した。他 の委員 は。 カナダ,米 国,

ロシア,ド イ ツ,南 ア フリカ,フ ィ リピン,グ アテマ ラ,イ ン ドの各国の学者,政

治家,外 交官な どである。事務局 はカナ ダの外務 ・国際貿易省 に置かれた。約1年

間の検 討の後 に,最 終 報告書 『保護 す る責任(TheResponsibilitytoProtect)』 をま
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とめ,2001年12月 に国連に提出した。この報告書は,国 民の保護iは基本的に主権

国家の責任であり,不 干渉原則の優先を認めている。しかし,国 家がその責任を果

たせない場合,国 際社会がその責任 を負 うことを認めることを記した31)。同報告書

の中で 「人間の安全保障」は 「人権」と並んで,「 保護する責任」の基盤となる考

え方として示されている。アナン事務総長(当 時)は これを受け,同 報告書を安全

保障理事会の私的な年次懇談会の検討事項に含めた。

3.日 本 とカナダによる人間の安全保 障

(1)特 徴

これ まで概 観 して きた 日本 とカナ ダに よる 「人 間の安全 保障」 につい て整 理す

る。「人 間の安全 保障」 の使用方 法 につ いて,日 本 とカナ ダの 「人 間の安全保 障」

を5項 目でま とめた。使用期間,位 置づ け,主 な使用機関,取 り組 み,組 織形成の

五つである。 「使用期 間」 とは,「 人間の安全保障」 をいつか らいつ まで使用 して き

てい るのかを示 している。「位置づけ」 とは,「 人 間の安全保障」 をどの分野 の概念

と して扱 い,使 用 しているのか を示す。「主 な使用機 関」 とはそれぞれの国家 にお

いて 「人間の安全保障」 を担当する行 政機 関のこ とである。そ して,何 を行 って き

たのか につ いては 「取 り組 み」 に含め る。「組織」 の項 目は単独 での取 り組み とは

別個で,多 数の主体 を集 めた枠 組みの形成 を意 味 している。

項 目にしたがって,日 本,カ ナ ダの順 に表1を 見 てい く。

使用期 間では,日 本が 「1998年 ～現在」で,カ ナ ダが 「1995年 ～現在」 である。

そ れぞれ取 り入 れた時期 につ いては既 に述べ た。そ して,2009年 現在,担 当行政

機関 などの情報 において 「人 間の安全保 障」が確認 で きる場合,「 現在 」 と示 した。

導入か ら現在 に至 るまでの問に開始 した取 り組 みや,形 成 した組織が現在 も活動 し

てい ることか ら 「～」 として示 した。

位置づ けの項 目で は,日 本 は 「外交政策」,カ ナ ダは 「外 交分野の概念」 と示 し

た。 これ は,両 国 とも 「人 間の安全保障」 を外交分野 で使用 してい ることを意味す

る。 しか し,そ れぞれの外交行政機関のホームページを見 る と,日 本が 「人間の安

全保障」 を外 交政策の一つ と して明示 しているの に対 し,カ ナ ダの方 は,「 人 間の

安全保障」が表示 される場所が一定で はな く,時 期 に よって変化 してい る。確定 さ

れた外交政 策 とまでの位置づ けには至 っていない と判断 し,「 外交分野 の概念」 と

した。

主 な使用機関は,使 用 の範 囲が外交分野である ことに関連 し,「 人間の安全保 障」

を使用す る機関は,日 本 が 「外務省」であ り,カ ナ ダは 「外務 ・国際貿易省 」であ

った。

取 り組みで は,日 本 は 「人 間の安全保障基金」 を設立 し,資 金援助 を中心に行 っ

て きて いる。一 方,カ ナダは 「対 人地雷全 面禁止 条約」 の成立 と 「国際刑 事裁判

所」 の設立 に貢献 した。取 り組 みの名称 を示す と上記の通 りであるが,そ の取 り組

みが外交 の中で具体 的 には何 に当 たるのか を()内 に示 した。す る と,日 本 の
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表2日 本とカナダによる 「人間の安全保障」

日本 カナダ

使用期間 1998年 ～現 在 1995年 ～ 現在

位置づけ 外交政策 外交分野の概念

主な使用機関 外務省 外務 ・国際貿易省

取 り組み

人間の安全保障基金

(資金援助)

対人地雷全面禁止条約

国際刑事裁判所

(多国聞交渉)

組織

・人間の安全保障委員会

・人間の安全保障に関するフレンズ

ムA五 口

・介 入 と国家 主権 に関す る国 際委員 会

・ヒュ ー マ ン ・セ キ ュ リテ ィ ・ネ ッ

トワ ー ク

「人間の安全保障基金」は 「資金援助」に当た り,カ ナダの二つは 「多国間交渉」

に当てはまる。

組織とは,単 独での取 り組み以外に 「人間の安全保障」を推進するために組織 し

た枠組みである。日本は 「人間の安全保障委員会」 と 「人間の安全保障に関するフ

レンズ会合」がある。カナダは 「介入と国家主権に関する国際委員会」,「ヒューマ

ン ・セキュリティ ・ネットワーク」を組織 した。「人間の安全保障委員会」 と 「介

入 と国家主権 に関する国際委員会」については,各 々日本 とカナダが主導で設置 し

た国際委員会である。しか し,両 委員会とも国家や国連か ら独立 した委員会 として

位置づけられ,最 終報告書をまとめ国連に提出した後に解散 している。継続的な組

織は,日 本が 「人間の安全保障に関するフレンズ会合」であり,カ ナダが 「ヒュー

マ ン・セキュリティ ・ネットワーク」であろう。

以上の整理から,見 えてくる特徴は以下の2点 である。

第一の特徴は,日 本 とカナダの両国家が 「人間の安全保障」では対外的な問題を

対象 としているという点である。両国とも,「人間の安全保障」を外交政策 また

は外交分野の概念 と位置づけて使用している。それに関連 して担当行政機関も外交

分野の機関が担っている。

第二の特徴は 「取 り組み」に見 られる。 臼本 は国連 との関連において使用が多

い。「人間の安全保障基金」は,対 象事業は基本的に国連システム内の機関が実施

する事業であ り,手 続 きにおいても国連事務局 と日本政府の双方によって合意され

た活動に対 して行われると規定されている。さらに,「人間の安全保障委員会」 も

国連との連携で設置された委員会である。このように日本の 「人間の安全保障」は

全体を通 して国連 との関連が強 く,取 り組みの媒体がほぼ国連に特定されている。
一方,カ ナダの取 り組みである 「対人地雷全面禁止条約」や 「国際刑事裁判所」

は,国 際的課題ではあるが国連 を主たる舞台 としたものではない。「介入の国家主

権に関する国際委員会」が国連と連携 したものであったが,そ れ以外において目立

って国連に特定された取 り組みは見 られない。外交の中でも多国間交渉に 「人間の
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安全保障」の軸足を置いている傾向がある。

(2)使 用方 法にお ける共通点

これ まで,日 本 とカナダによる 「人 間の安全保 障」 を整理 し,そ の特徴 を2点 指

摘 した。それ らを踏 まえて,日 本 とカナ ダが 「人間の安全保障」 をどの ように使用

してい るのか について考察 してい く。

日本 とカナ ダの外 交 に共通す る特徴 の一つは,ア メリカとの密接 な関係 である。

日本 は,日 米安全保 障体制 を保持 し,カ ナ ダは,イ ギ リスか ら独立 した後にアメ リ

カ との関係 を強化 した。安全保障 では,北 大 西洋条約機構(NATO)に 加盟 し,経

済分 野 にお いて も北米 自由貿易 協定(NAFTA)の 成立 とともに,ア メ リカへ の依

存 を深 めてい る。「人間の安全保障」 は 「安全保 障」 とい う言葉 を含 むため,安 全

保障分野で も議論 される概念 である。 しか し,両 国 とも 「人 間の安全保障」 を外交

分野 に位置づけ なが ら,安 全保障 の問題で使用 す ることはほぼない。 日本 もカナ ダ

も,自 国の安全保 障体制 とは別 の分 野 にお いて 「人間の安全保 障」 を使用 してい

る。 この結果か ら,日 本,カ ナダの両 国は既存 の安全保 障体制 に影響 を与 えること

な く,自 国が重 要視す る対 象 に対 し,得 意 とす る方法 を活用 して 「人 間の安全保

障」 を使用 してい ることがわかる。

日本 は戦後,外 交の基本原則 の一つ として国連 中心主義 を打 ち出 して きた32)。さ

らに,安 全保障理事会の常任理事 国入 りを 目指 している 日本 は,国 連外交 に積極 的

に取 り組 んでい る。 日本 の 「人間の安全保障」が国連 との連携 で実施す るものが多

く,資 金援 助が中心であ るのは,「 人 間の安全保 障」 に国連 との 関係強化 の役割 を

担 わせ てい るた めで あ る。資 金援二助 は戦後 賠償 に始 ま り,現 在 は政府 開発 援助

(ODA)と して 日本外交 におけ る最 も主要 な手段 の一・つで ある。 日本 の 「人間の安

全保障」 は,日 本外交の基本 原則 である国連重視 に従い,従 来か ら得意 と してい る

資金援助 を組み合わせて展 開 している。

カナダ外交 の特徴 とされ るのが ミ ドル ・パ ワーであ る。Bernerdに よると,冷 戦

中,ア メ リカとソ連の二極対立 に よって国際社 会 はこう着状態 にあった。 しか し,

冷戦が終結 したことによって,大 国ではない 中規模 国家 が国際社会 に関わるチ ャン

スが生 じる ようになった。そ こに カナダが 「人 間の安全保 障」 を掲 げて中規模 国

家 と協力体制 を作 る機会が生 じた とい う33)。国際社 会での ミ ドル ・パ ワー としての

役 割 について加藤普章 は以下の ように記 している。「カナダが 国際政 治 において公

平な調停者や緩衝役 を演 じる ことで,国 際貢献 に貢献 しうる,と い うものであ る。

この有名 な事 例 は,ピ ア ソ ン外相 に よるス エズ危機へ の対応(1956年,国 連平和維

持活動)で ある。」34)と述べ ている。スエズ危機 とは,ス エズ運河 をめ ぐって イス ラ

エル とイギ リス,フ ラ ンスが に らみ合 う中,カ ナ ダの ピア ソン外 相(当 時)が 国連

に働 きかけ,国 連 緊急軍が派遣 され平和 的解 決に結 びつ いた35)。その後,カ ナダは

PKO活 動 に積極 的に関わ るようになってい くとともに,調 停役 としての存在 感 を

示す ようになっていった。 カナ ダが 「人間の安全保障」の もとで,「 保護す る責任」

とい う新 たな概念 を創 出 していったの もPKOで の実績 などを反映 してい ると考 え
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られる。

以上の考察から日本 とカナダの 「人間の安全保障」をまとめる。 日本は対象 とし

て 「国連」を重視 し,カ ナダは 「同等の資質を有する中規模国家」との協力に重点

を置いている。取 り組み方法 として,日 本は 「資金援助」を活用 し,カ ナダは 「調

停役 まとめ役」としての力を活用 している。このような日本とカナダの外交姿勢

の特質は 「人間の安全保障」を提唱する以前からあったものである。 したがって,

日本 とカナダの 「人間の安全保障」は,そ れぞれの外交に新 しいものを生み出した

訳ではなく,既 存の外交の中に組み込まれていったと言える。 日本とカナダの 「人

間の安全保障」の内容はそれぞれ異なる。 しかし,使 用方法に注 目して見た場合,

日本 もカナダも特に新たな施策を行うのではな く,自 らが得意 とする手段 を活用 し

て重点分野の推進に 「人間の安全保障」を使用するという共通点を持っている。

おわ りに

本稿 は,こ れ まで 日本 とカナダが各々どのように 「人間の安全保障」 を取 り入

れ,使 用 しているのかを考察 してきた。その結果,日 本 とカナダはともに,外 交分

野に 「人間の安全保障」を取 り入れているが,既 存の安全保障体制とは関連させな

い扱いをしていることがわかった。具体的には,日 本は 「国連」を重視し,資 金援

助 という手段 を活用 して 「人間の安全保障」に取 り組んでいる。カナダは 「同等の

資質を有する中規模国家」 との協力を重視 し,そ のまとめ役 として 「人間の安全保

障」に取 り組む傾向にあった。両国とも 「人間の安全保障」をアメリカとの二国間

関係から切 り離 した外交部分 において,自 国の得意とする手段で 「人間の安全保

障」を使用している。そして,使 用方法に注 目して見た場合,日 本もカナダも特に

新たな施策を行 うのではなく,自 らが得意とする手段を活用 して重点分野の推進に

「人間の安全保障」を使用するとい う共通点が明らかになった。本稿は日本 とカナ

ダの 「人間の安全保障」について,ど のように使用 しているかに注目して検討 して

きた。その観点は新 しいものであったが,日 本 とカナダの外交における 「人間の安

全保障」を両国の国内事情などからも検討を加えることで,よ り考察が深 まると思

われる。今後の課題 としたい。
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